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第１章 はじめに 

１ 計画策定の背景・目的 

人吉球磨地域ではこれまで、平成２２年度に地域公共交通総合連携計画を、平成２７年度には

地域公共交通網形成計画を策定し、持続可能で利便性の高い地域公共交通網の形成に向けた施策

に取り組んできました。 

現在、令和２年からの新型コロナウイルス感染拡大による影響、また令和２年７月豪雨による鉄道路

線の甚大な被害により、地域公共交通を取り巻く環境や地域公共交通網が大きく変化しています。このよ

うな状況と令和２年１１月の地域公共交通活性化再生法の改正を踏まえ、人吉・球磨地域公共交

通計画を策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「令和 2年 7月豪雨による九州の観光・交通分野の被災状況」九州運輸局（令和 2年 7月 17 日） 
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２ 計画の区域・期間・位置づけ 

（１）計画の区域 

計画の区域は、人吉球磨地域の 1市 4町 5村とします。 

※人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の期間 

計画の期間は、令和 4年 4月から令和 9年 3月までの 5年間とします。 

なお、今後の社会情勢の変化や地域公共交通を取り巻く環境の変化等を踏まえ、適宜、本計画の検

証及び見直しを行います。 

 

  



4 

 

（３）計画の位置づけ 

本計画は、第 2 次人吉球磨定住自立圏共生ビジョン、各市町村の総合計画やまち・ひと・しごと創生

総合戦略、さらには令和 2 年 7 月からの豪雨災害からの復興計画を上位計画に、各市町村のまちづくり

や観光、教育、福祉などの関連計画との整合を図りつつ策定します。 

さらには、各市町村で策定されている、もしくは今後改正・策定予定の地域公共交通に関する計画との

整合も図ります。 

 

上位計画 

整合 

人吉・球磨地域公共交通計画 

（令和4年度～令和8年度） その他関連計画 

連携 

連携 

第 2次人吉球磨定住自立圏共生ビジョン（令和 2年度～令和６年度） 

各市町村の総合計画 

各市町村のまち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和 2年 7月豪雨災害からの復興計画：人吉市復興計画（第 1期）、球磨村復興計画など 

人吉・球磨地域公共交通網形成計画

（平成29年度～令和3年度） 

各市町村の交通計画 

（策定済、今後改正・策定予定） 

・人吉市地域公共交通計画 

・その他町村の交通計画 

整合 

改正 

・くま川鉄道に係る長期的な運行の確保に関

する計画 

・人吉球磨豪雨被災地観光復興戦略 

・各市町村のまちづくり、観光、教育、福祉な

どに関する計画 

連 
携 

熊本県地域公共交通計画 


